
 
  ＊お子様（小学生以下）ご参加希望の際はお問い合わせ下さい。 

＊このツアーは、４名以上で１室利用となります。（お客様都合の３名１室、２名１室、１名１室利用は原則お受け出来ません。） 

＊代金に含まれるもの／バス代・船代（２等往復）・宿泊代２泊４食・有料道路代・入館料・乗務員経費・添乗員経費・旅行保険。 

＊代金に含まれないもの／大会参加費（各自で別途、直接事務局にお申し込み下さい。）・昼食代・自転車保険・個人的飲食代。 

 
 
 
                                  

 
 チラシ裏面の申し込み先まで直接お電話をいただくか、裏面の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送 

またはFAXにてお申し込みを下されば、折り返し詳しいご案内をさせていただきます。 

 

セオサイクルのスタッフ１名がサポートスタッフとして全行程に同行します。 

また、旅行添乗員も１名同行します。 

 

                  天候・交通事情により、やむを得ず行程を変更または一部省略することがございます。予めご了承ください。 
＊ 佐倉・船橋地区及び上野駅前以外での乗車、降車をご希望の方はお問い合わせ下さい。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サポートスタッフ 

及び添乗員 

申し込み方法 

ご 旅 程
 

  日 程                       行      程 
5／18    佐倉・船橋地区＝＝上野駅/浅草口＝＝≪首都高・外環・関越・上信越道≫＝＝直江津港～～（カーフェリー）～～小木港＝＝ 

5／19   22:30頃   23:30頃出発    1:00頃出発  （車中泊）                 7:00出航（朝食/船内自由食） 9:40到着 

（金・土）  ＝ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾟｰｸ＝＝佐渡歴史伝説館＝＝河原田小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（大会会場）＝＝相川・大佐渡温泉（泊）「ホテル大佐渡」 
        10:00/11:00   11:20/12:30（見学･昼食自由） 13:00（前日受付）15:30      16:00頃 （部屋タイプ：和室１０帖／ＢＴ付き） 
 

      相川ホテル＝＝＝＝＝河原田小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（大会会場）・・・【２０１２スポニチ佐渡ロングライド２１０】・・・ 

５／20        4:30頃   5:00頃（朝食弁当）         5:45～スタート（２１０キロコース） 

（日）    ・・河原田小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（大会会場）＝＝＝＝＝＝相川・大佐渡温泉（泊）「ホテル大佐渡」 
                      18:00迄ゴール       1８:40頃  （部屋タイプ：和室１０帖／ＢＴ付き） 
      相川ホテル＝＝（たらい舟）＝＝小木港～～（カーフェリー）～～直江津港＝＝魚勢（上越鮮魚ｾﾝﾀｰ）＝＝上越IC＝ 

５／21       8:30頃  9:30/10:00       10:20出航        12:50到着     13:10/14:20（昼食自由・買い物） 

（月）  ＝＝≪北陸・上信越・関越・外環・首都高≫＝＝＝上野駅/浅草口＝＝＝船橋・佐倉地区 
                                                18:00頃到着      19:30頃到着    20:30頃到着 

旅行日程 

旅行費用 

募 集 人 員 

食事条件 最少催行人員 



【お問い合わせ・お申込みは】 

千葉県サイクリング協会・西部支部 支部長：坂田 
ＦＡＸ ０４７－４２９－０６０１ メールアドレスｃｃａ-ｗｅｓｔ@ｋｉｂｉｒｕ．ｃｏｍ   http://www.kibiru.com/CCA/ 

携帯 ０９０－８７７６－２９８１ 〒２７３－００４３ 千葉県船橋市行田町３５４－２３－２－１０２ 
 

旅行契約の解除日           取消料 旅行契約の解除日       取消料 

旅行開始の日 

から起算して 

さかのぼって 

①２１日目にあたる日以前の解除 

②２０日目にあたる日以降の解除 

③ ７日目にあたる日以降の解除 

無  料 

旅行代金の２０％ 

旅行代金の３０％ 

④旅行開始日の前日の解除 

⑤旅行開始当日の解除 

⑥旅行開始後及び無連絡の解除 

旅行代金の４０％ 

旅行代金の５０％ 

旅行代金の１００％ 

 

 

 

 

 

   

 ●食事内容／夕食：レストランまたは広間にて和食 （朝食：２０日お弁当（おにぎり２個＋お茶）、２１日ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ） 

          ※行程中の昼食はすべて自由食扱いになります。 
   ・お一人様からの申し込みをお受けいたしますが、宿泊ホテルの部屋は４名以上での男女別相部屋となります。 

    （差額料金によるルームチャージのお取り扱いは出来ません。） 

   ・ロングライドの参加申し込みは、各個人でお願いします。（このツアー料金には登録料は含まれません。） 

   ・自転車の持ち込みは出来ますが、必ず輪行袋に収納してお持ち下さい。組み立てたままでの持ち込みは、固くお断りします。 

   ・ツアー中の事故による旅行保険には加入しますが、自転車の盗難による損害保険には加入しておりません。 

    各自でご加入いただきますようお願い致します。（イベント参加の傷害保険については、大会参加費に含まれております。） 

 

               
１．旅行のお申込及び契約の成立時期                   

①お申込書に所定の事項を記入し、郵送又はFAXにてお送り下さい。➁旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。③旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込時にお申し出て下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。なお、お客 

様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。④２０歳未満の方が単独でご参加の場合は保護者の同意書が必要です。 

２．旅行代金のお支払い                            

旅行代金は旅行出発の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 

３．旅行代金に含まれるもの                          

①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。②添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。③上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。 

４．当社による旅行契約の解除及び催行中止               

①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。②次の各一に該当する場合は、当社の旅行契約を解除することがあります。ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別、 

年齢、資格技能参加条件を満たしていないことが明らかになった時。ｂ．お客様が病気その他の事由で、当該旅行に耐えられないと認められたとき。C．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。ｄ．お客様の人数が契約書面に記載した最少 

催行人員に満たない時。この場合は旅行開始日の前日から起算して遡って１３日目にあたる日より前（日帰りの旅行は３日前にあたる日より前）に旅行中止のご通知をいたします。℮．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公庁の命令、その他当社の関与し得ない事由により契約 

書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった時、既に収受している旅行代金（あるいはお申込金）の全額を払戻しいたします。③当社は本項①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項②により 

旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払戻しいたします。 

５．取消料 

①旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人様につき下記の料率取消料を、ご参加のお客様からは１室ご利用人数の変更に対する差額金をそれぞれいただきます。 

     

 

                                   

                                        

                                        

                                        

                                           

      ②旅行代金が期日までに支払われないときは、当社の該当期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。③お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、お取り消しとみなし、取消料の対象となります。 

６．当社の責任及び免責事項 

      ①当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。②手荷物について生じた本項①の損害については、損害発生の翌日から起算して１４日以内に当社に対して通知があったときに限り１人１５万円を限度として賠償 

いたします。③ただし、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与しない場合。 

７．特別補償                                        

当社は前６項①の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行約款によりお客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金１５００万円、入院見舞金２万～２０万円、通院見舞金１万円～１０万円をお支払いします。又、 

手荷物に対しましては、損害補償金を１５万円を限度としてお支払いいたします。 

８．旅程補償 

旅行日程に掲げる変更が行われている場合は、旅行業約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に定める率を乗じた額の変更補償金をお支払いします。ただし、一旅行契約についての変更補償金額が１０００円未満の場合は、変更補償金はお支払いしません。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

  

ふりがな 

申込者氏名 

 

電話番号（携帯） 

〃  （自宅） 

 

Ｅメールアドレス 
連絡先住所  〒 

 

 

コース 

 

コース 

 

同行者氏名 

  及 び 

参加コース 
 

コース 

 

コース 

 ＊ご記入いただいた個人情報は、参加申込に伴う旅行手配管理以外には利用しません。 

イ ベ ン ト の 詳 し い 問 い 合 わ せ 先 

● ら く ら く バ ス ツ ア ー の ご 案 内  

ご旅行条件（要約） ＊このチラシは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部になります。 
お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読み下さい。 

らくらくバスツアー参加申込書 ＊必要事項をご記入の上、ＦＡＸもしくは郵送にてお送り下さい 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に

関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく左記の旅行業務取扱管理者にご質

問下さい。 

当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された情報について、お客様との

間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機

関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用

させていただきます。この他当社及び受託旅行会社では、①会社及び提携する企業の商品やサービス、

キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③各種アンケートのお願い

④特典サービスの提供等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

【取り扱い旅行業者】  新潟県知事登録旅行業第２－３５９号 （社）全国旅行業協会正会員 

佐渡汽船営業サービス株式会社東京営業所   
国 内 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 ： 本 間  正 栄  

℡０３－５３９０－０５５０ Fax０３－５３９０－０５５４ 
〒１１４－０００２ 東京都北区王子１－１６－７ 担当：石橋 


